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「緊急事態宣言」解除後のチーム活動について 

 

 昨日 東京都、北海道に発出されていました「緊急事態宣言」が６月２０日をもって解除となり  

東京都、北海道については「まん延防止等重点措置」への移行となりました。 

 これに伴い、東日本ブロックとして 5 月 28 日に発出していました「チーム活動についてのお願い」

を 6 月 20 日をもって解除します。 

 尚「緊急事態宣言」は解除されましたが コロナ感染が終息したわけではなく 各地域の全ての活動

において感染のリスクはゼロで無い事を承知し、まん延を防止するため予防対策の周知と徹底を改め

てお願いいたします。 

 すべての関係者の皆さんの健康と安全を最優先とするため引き続きご協力、ご対応をいただきますよ

うお願いいたします。 

 

 

 【活動注意事項】  

①密にならない練習とする。 

②昼食時の黙食、分散。 

③試合会場への移動時、車中マスク着用と換気の徹底。 

④大会前２週間の検温・体調チェックの徹底。 

   

   

連盟発出の「感染拡大防止のガイドライン（02.10.12 発出）」を遵守するとともに、各市町村、教

育委員会の指導に従って行動していただきますようお願いいたします。 

 

                                       以上 


